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松 島 町 一 般 会 計 予 算 



 
　　議案第　　号 
 

令和８年度松島町一般会計予算  
 
　　令和８年度松島町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
  　（歳入歳出予算） 
 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，７９６，０００千円と定める。 
 
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
 
  　（債務負担行為） 
 
　第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 
 
　　「第２表債務負担行為」による。 
 
  　（地方債） 
 
　第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 
 
　　「第３表地方債」による。 
 
  　（一時借入金） 
 
　第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。 
 
  　（歳出予算の流用） 
 
　第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 
  　(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 
 
　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島町長　櫻　井　公　一  
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１　歳入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

                                                                            -2-                                                                            

　１ 町 税 １，７４２，５５１

　１ 町 民 税 ５５７，１５８

　２ 固 定 資 産 税 ９５０，０４５

　３ 軽 自 動 車 税 ４１，６７９

　４ 町 た ば こ 税 ８６，４００

　５ 入 湯 税 ３８，１９０

　６ 都 市 計 画 税 ６９，０７９

　２ 地 方 譲 与 税 ５７，７４０

　１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １０，７００

　２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 ４１，２４０

　３ 森 林 環 境 譲 与 税 ５，８００

　３ 利 子 割 交 付 金 ２，６８８

　１ 利 子 割 交 付 金 ２，６８８

　４ 配 当 割 交 付 金 ８，６１５

　１ 配 当 割 交 付 金 ８，６１５

　５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １５，０４０

　１ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １５，０４０

　６ 法 人 事 業 税 交 付 金 ２７，６０１

　１ 法 人 事 業 税 交 付 金 ２７，６０１

　７ 地 方 消 費 税 交 付 金 ３７２，２８３

　１ 地 方 消 費 税 交 付 金 ３７２，２８３

　８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２０，０００

　１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２０，０００

　９ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 １
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　１ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 １

１０ 環 境 性 能 割 交 付 金 １

　１ 環 境 性 能 割 交 付 金 １

１１ 国有提供施設等所在市町村助成交 １８，４００

付金                          　１ 国有提供施設等所在市町村助成交 １８，４００

付金                          

１２ 地 方 特 例 交 付 金 ２９，０００

　１ 地 方 特 例 交 付 金 ２９，０００

１３ 地 方 交 付 税 ２，２６４，０００

　１ 地 方 交 付 税 ２，２６４，０００

１４ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 １，２９０

　１ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 １，２９０

１５ 分 担 金 及 び 負 担 金 １１，１０６

　１ 負 担 金 １１，１０６

１６ 使 用 料 及 び 手 数 料 ８６，４６４

　１ 使 用 料 ５７，０４５

　２ 手 数 料 ２９，４１９

１７ 国 庫 支 出 金 ５６１，０６２

　１ 国 庫 負 担 金 ４６５，７９８

　２ 国 庫 補 助 金 ９０，５２３

　３ 委 託 金 ４，７４１

１８ 県 支 出 金 ５６０，５５１

　１ 県 負 担 金 ２４０，８６４

　２ 県 補 助 金 ２９６，４４１

　３ 委 託 金 ２３，２４６

１９ 財 産 収 入 １５，２９８



項款 金 額

歳 入 合 計
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　１ 財 産 運 用 収 入 １５，２９５

　２ 財 産 売 払 収 入 ３

２０ 寄 附 金 ２００，００１

　１ 寄 附 金 ２００，００１

２１ 繰 入 金 ４７９，４８６

　１ 特 別 会 計 繰 入 金 ３

　２ 基 金 繰 入 金 ４７９，４８３

２２ 繰 越 金 ３０，０００

　１ 繰 越 金 ３０，０００

２３ 諸 収 入 １５２，１２２

　１ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等 ５００

　２ 町 預 金 利 子 ４１

　３ 貸 付 金 元 利 収 入 ８０，５５３

　４ 受 託 事 業 収 入 １７，７０１

　５ 雑 入 ５３，３２７

２４ 町 債 １４０，７００

　１ 町 債 １４０，７００

６，７９６，０００



２　歳出
（単位：千円）

項款 金 額
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　１ 議 会 費 １１４，２３９

　１ 議 会 費 １１４，２３９

　２ 総 務 費 １，２５２，４３２

　１ 総 務 管 理 費 １，０３５，４９９

　２ 徴 税 費 １２４，３９７

　３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ７０，８４６

　４ 選 挙 費 １０，１１２

　５ 統 計 調 査 費 ９，６３７

　６ 監 査 委 員 費 １，９４１

　３ 民 生 費 ２，１２８，２１７

　１ 社 会 福 祉 費 １，４４８，５１８

　２ 児 童 福 祉 費 ６７９，６８９

　３ 災 害 救 助 費 １０

　４ 衛 生 費 ５４２，６２９

　１ 保 健 衛 生 費 ２２５，９９６

　２ 清 掃 費 ３１６，６３３

　５ 労 働 費 ５３，１２６

　１ 労 働 諸 費 ５３，１２６

　６ 農 林 水 産 業 費 ３１４，３９１

　１ 農 業 費 ２３８，１６３

　２ 林 業 費 ５１，８２６

　３ 水 産 業 費 ２４，４０２

　７ 商 工 費 １８６，０２３

　１ 商 工 費 １８６，０２３



項款 金 額

歳 出 合 計
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　８ 土 木 費 ７３０，９６５

　１ 土 木 管 理 費 １１１，６４１

　２ 道 路 橋 梁 費 １０２，４７４

　３ 河 川 費 ２，９４９

　４ 港 湾 費 ４５

　５ 都 市 計 画 費 ４９７，０８９

　６ 住 宅 費 １６，７６７

　９ 消 防 費 ３１３，００２

　１ 消 防 費 ３１３，００２

１０ 教 育 費 ６３４，７７４

　１ 教 育 総 務 費 １２２，１３０

　２ 小 学 校 費 １２２，１３２

　３ 中 学 校 費 ５６，２２７

　４ 社 会 教 育 費 １１３，２７６

　５ 保 健 体 育 費 １５４，１２４

　６ 幼 稚 園 費 ６６，８８５

１１ 災 害 復 旧 費 ２，５００

　１ 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 １，０００

　２ 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １，０００

　３ 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 ５００

１２ 公 債 費 ５１３，７０２

　１ 公 債 費 ５１３，７０２

１３ 予 備 費 １０，０００

　１ 予 備 費 １０，０００

６，７９６，０００



２，３８０

複合機リース
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

１，５７３

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ４ 年 度 ま で

２，５７６自動体外式除細動器リース

教育用コンピュータリース
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ４ 年 度 ま で

１６，５００

ＩＰ無線機賃貸借
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ４ 年 度 ま で

５，３８９

コンビニ交付システムクラウド保守業務
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

２０，３３０

役場庁舎エレベーター保守点検業務
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

１，２４８

印刷機リース
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ４ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ２ 年 度 ま で

第２表 　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

自動車リース

千円

中小企業振興融資令和８年度貸付分損失補償
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ２ １ 年 度 ま で

４，２００

令和８年度貸付合併処理浄化槽設置等改造資金利子補給金
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

１１０

令和８年度貸付合併処理浄化槽設置等改造資金損失補償
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

融資元本の最終償還期限後、約定に
基づく期限を経過しても、なお元本
及び延滞利子の全部または一部が回
収されなかった場合における当該回
収されなかった金額

令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ５ 年 度 ま で

１３，１６８

３４，９６５基幹系システム賃貸借

役場庁舎自動ドア保守点検業務
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

２４０
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３２，２１９

令 和 ９ 年 度

令 和 ９ 年 度

１８，０００

５，４３４公共施設等総合管理計画更新業務

保健福祉センター紙折機リース 令 和 ９ 年 度 １３

地域防災計画改定業務

広報まつしま印刷業務 令 和 ９ 年 度

議会会議録反訳業務 令 和 ９ 年 度 ６０１

４，４６０

令 和 ９ 年 度 ４，４００

保健福祉センターマッサージチェアリース 令 和 ９ 年 度 ４１

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務

千円

バスリース
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

３，２０５

留守家庭児童学級サテライト室運営等業務
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

２５，８７０

事 項 期 間

４，２７８
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

固定資産税評価替えに伴う路線価等メンテナンス業務
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ １ 年 度 ま で

ひとりぐらし老人等緊急通報システム管理業務（携帯端末利用型）

限 度 額



 
 
 

第３表　地　方　債 

 

    起 債 の 目 的    限度額  起債の方法             利              率                償  還  の  方  法

         千円  　4.0 %以内   政府資金については、その融資条件により、銀行 
    地上デジタル放送無線共聴  証 書 借 入  （ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資   その他の場合にはその債権者と協定するものとす
    施 設 整 備 事 業     47,700  又 は 　金について、利率の見直しを行った後におい   る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

     証 券 発 行 　ては、当該見直し後の利率）   還期限を短縮し、又は繰上げ償還もしくは低利に
  借換えすることができる。

施 設 整 備 事 業      8,700  同　　　 上             同　　　　　　　上                同 　　　　　　 上

       過 疎 地 域 持 続 的     
　発 展 特 別 事 業 　　35,000  同 上             同　　　　　　　上                同　　　　　　　上

  漁 港 整 備 事 業     10,800  同 上             同　　　　　　　上                同　　　　　　　上

  道 路 整 備 事 業 　　 9,000  同 上           　同　　　　　　　上 　　　　　　　 同　　　　　　　上

　公 園 整 備 事 業     25,000  同 上             同　　　　　　　上                同　　　　　　　上

  緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業      2,900  同 上             同　　　　　　　上              　同　　　　　　　上  

保健体育施設整備事業      1,600  同 上         　　同　　　　　　　上      　　　　　同　　　　　　　上        

計    140,700
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松島町国民健康保険特別会計予算 

 



 
　　議案第　　号 
 

令和８年度松島町国民健康保険特別会計予算  
 
　　令和８年度松島町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
  　（歳入歳出予算） 
 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６５９，０７８千円と定める。 
 
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
 

     （歳出予算の流用）
 
　第２条　地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 
  　(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 
 
　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島町長　櫻　井　公　一  

  
-11- 
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１　歳入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -12-                                                                           

　１ 国 民 健 康 保 険 税 ２２２，６２６

　１ 国 民 健 康 保 険 税 ２２２，６２６

　２ 使 用 料 及 び 手 数 料 １

　１ 手 数 料 １

　３ 国 庫 支 出 金 ５，３１０

　１ 国 庫 補 助 金 ５，３１０

　４ 県 支 出 金 １，２５６，９６０

　１ 県 補 助 金 １，２５６，９６０

　５ 財 産 収 入 ９７１

　１ 財 産 運 用 収 入 ９７１

　６ 繰 入 金 １７１，８１１

　１ 他 会 計 繰 入 金 １１２，１８５

　２ 基 金 繰 入 金 ５９，６２６

　７ 繰 越 金 １，０００

　１ 繰 越 金 １，０００

　８ 諸 収 入 ３９９

　１ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等 ２５２

　２ 雑 入 １４７

１，６５９，０７８



２　歳出
（単位：千円）

項款 金 額

                                                                            -13-                                                                           

　１ 総 務 費 ４１，４７５

　１ 総 務 管 理 費 ３３，７４１

　２ 徴 収 費 ７，４３４

　３ 運 営 協 議 会 費 ３００

　２ 保 険 給 付 費 １，２２７，５８７

　１ 療 養 諸 費 １，０４１，４１１

　２ 高 額 療 養 費 １８１，１５４

　３ 移 送 費 ２０

　４ 出 産 育 児 諸 費 ３，５０２

　５ 葬 祭 諸 費 １，５００

　３ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 ３３８，９１６

　１ 医 療 給 付 費 分 ２２５，９２３

　２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ８１，７５２

　３ 介 護 納 付 金 分 ２３，７６３

　４ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分 ７，４７８

　４ 保 健 事 業 費 ２１，７８５

　１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 １２，１９４

　２ 保 健 事 業 費 ９，５９１

　５ 基 金 積 立 金 １８，０９１

　１ 基 金 積 立 金 １８，０９１

　６ 諸 支 出 金 １，２２４

　１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，２２２

　２ 延 滞 金 １

　３ 繰 出 金 １



項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -14-                                                                           

　７ 予 備 費 １０，０００

　１ 予 備 費 １０，０００

１，６５９，０７８



                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松島町後期高齢者医療特別会計予算 

 



 
　　議案第　　号 
 

令和８年度松島町後期高齢者医療特別会計予算  
 
　　令和８年度松島町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
  　（歳入歳出予算） 
 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９７，４０５千円と定める。 
 
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島町長　櫻　井　公　一  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-15-   

２３



１　歳入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -16-                                                                           

　１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ２２７，９９２

　１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ２２７，９９２

　２ 使 用 料 及 び 手 数 料 １

　１ 手 数 料 １

　３ 繰 入 金 ６９，２００

　１ 他 会 計 繰 入 金 ６９，２００

　４ 繰 越 金 １

　１ 繰 越 金 １

　５ 諸 収 入 ２１１

　１ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等 １

　２ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

２９７，４０５



２　歳出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -17-                                                                           

　１ 総 務 費 ４，２３５

　１ 総 務 管 理 費 １，８４９

　２ 徴 収 費 ２，３８６

　２ 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金 ２９２，４５９

　１ 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金 ２９２，４５９

　３ 諸 支 出 金 ２１１

　１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

　２ 繰 出 金 １

　４ 予 備 費 ５００

　１ 予 備 費 ５００

２９７，４０５



-18-

　



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松島町介護保険特別会計予算 

 



 
　　議案第　　号 
 

令和８年度松島町介護保険特別会計予算  
 
　　令和８年度松島町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
  　（歳入歳出予算） 
 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１２３，８３２千円と定める。 
 
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
 
　　（債務負担行為） 
 
　第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 
 
　　「第２表債務負担行為」による。 
 

     （歳出予算の流用）
 
　第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 
  　(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 
 
　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島町長　櫻　井　公　一  
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１　歳入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -20-                                                                           

　１ 保 険 料 ３８９，２８５

　１ 介 護 保 険 料 ３８９，２８５

　２ 使 用 料 及 び 手 数 料 １

　１ 手 数 料 １

　３ 国 庫 支 出 金 ４９６，４２４

　１ 国 庫 負 担 金 ３３９，０６４

　２ 国 庫 補 助 金 １５７，３６０

　４ 支 払 基 金 交 付 金 ５３７，５００

　１ 支 払 基 金 交 付 金 ５３７，５００

　５ 県 支 出 金 ３０６，７５１

　１ 県 負 担 金 ２９３，４０２

　２ 県 補 助 金 １３，３４８

　３ 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 １

　６ 財 産 収 入 ７３０

　１ 財 産 運 用 収 入 ７３０

　７ 繰 入 金 ３９２，５１１

　１ 他 会 計 繰 入 金 ３４１，６３２

　２ 基 金 繰 入 金 ５０，８７９

　８ 繰 越 金 １００

　１ 繰 越 金 １００

　９ 諸 収 入 ５３０

　１ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等 １０

　２ 町 預 金 利 子 １

　３ 雑 入 ５１９

２，１２３，８３２



２　歳出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -21-                                                                           

　１ 総 務 費 ６７，０２６

　１ 総 務 管 理 費 ６７，０２６

　２ 保 険 給 付 費 １，９４６，０５２

　１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 １，８４１，０９２

　２ 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 ５０，４１２

　３ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ５３，２３９

　４ 介 護 給 付 費 審 査 支 払 手 数 料 １，３０９

　３ 地 域 支 援 事 業 費 １０８，７２２

　１ 介護予防・生活支援サービス事業 ４１，２６７

費                            

　２ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ２０，０７４

　３ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 ４７，２１０

　４ そ の 他 諸 費 １７１

　４ 基 金 積 立 金 ７３１

　１ 基 金 積 立 金 ７３１

　５ 諸 支 出 金 ３０１

　１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３００

　２ 繰 出 金 １

　６ 予 備 費 １，０００

　１ 予 備 費 １，０００

２，１２３，８３２



-22-

第２表 　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

 千円   

　自動車リース
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

２３０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松島町介護サービス事業特別会計予算 

 



 
　　議案第　　号 
 

令和８年度松島町介護サービス事業特別会計予算  
 
　　令和８年度松島町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
  　（歳入歳出予算） 
 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，３１４千円と定める。 
 
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
 
 
　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島町長　櫻　井　公　一  
 

-23-  
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第１表　歳入歳出予算
１　歳入

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -24-                                                                           

　１ サ ー ビ ス 収 入 １１，３１２

　１ 予 防 給 付 費 収 入 １１，３１２

　２ 繰 越 金 １

　１ 繰 越 金 １

　３ 諸 収 入 １

　１ 町 預 金 利 子 １

１１，３１４



２　歳出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -25-                                                                           

　１ 事 業 費 １０，７８２

　１ 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 １０，７８２

　２ 諸 支 出 金 ５３２

　１ 償 還 金 １

　２ 繰 出 金 ５３１

１１，３１４



-26-

　



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松島町観瀾亭等特別会計予算 

 



 
　　議案第　　号 
 

令和８年度松島町観瀾亭等特別会計予算  
 
　　令和８年度松島町の観瀾亭等特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 　 （歳入歳出予算） 
 
　第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８０，８２２千円と定める。 
 
　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 
 
　　（債務負担行為） 
 
　第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 
 
　　「第２表債務負担行為」による。 
 
 
 
　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島町長　櫻　井　公　一  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-27-  
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１　歳入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -28-                                                                           

　１ 観 瀾 亭 収 入 ６０，０１３

　１ 事 業 収 入 ３１，８９０

　２ 繰 入 金 ２６，１９１

　３ 財 産 収 入 １，９３２

　２ 福 浦 橋 収 入 １２０，７０７

　１ 事 業 収 入 １２０，７０７

　３ 繰 越 金 １００

　１ 繰 越 金 １００

　４ 諸 収 入 ２

　１ 町 預 金 利 子 １

　２ 雑 入 １

１８０，８２２



２　歳出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -29-                                                                           

　１ 観 瀾 亭 費 ５９，６１５

　１ 事 業 管 理 費 ５９，６１５

　２ 福 浦 橋 費 １１８，５５２

　１ 事 業 管 理 費 １１８，５５２

　３ 公 債 費 ２，１５５

　１ 公 債 費 ２，１５５

　４ 予 備 費 ５００

　１ 予 備 費 ５００

１８０，８２２



-30-

　
券売機リース 令 和 ９ 年 度 ９３

第２表 　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

 千円   

入退場ゲートシステムリース
令 和 ９ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

６，２９２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松 島 町 水 道 事 業 会 計 予 算 

 



議案第　　号

　　（総則）

　第１条　令和８年度松島町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（業務の予定量）

　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

戸

㎥

㎥

配水管布設替工事等 千円

　　（収益的収入及び支出）

　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　第１款　水道事業収益 千円

　　　第１項 千円

　　　第２項 千円

　　　第３項 千円

　　第１款　水道事業費用 千円

　　　第１項 千円

　　　第２項 千円

　　　第３項 千円

　　　第４項 千円

　　（資本的収入及び支出）

　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１３１，７２０千円は、

　　過年度分損益勘定留保資金１３１，７２０千円で補てんするものとする。）。

　　第１款　資本的収入 千円

　　　第３項 千円

３３，８８６

１

５，０００

収　　　　　入

１

予 備 費

特 別 損 失

令和８年度松島町水道事業会計予算

１，９１８，９００

５，７６２

６８２，０３１

　　（１）

　　（２）

　　（３） ５，２５７

　　（４）

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

主要な建設改良事業

収　　　　　入

５５，６５３

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

１５，８８４

６６６，１４５

２

支　　　　　出

６２４，０５０

５８５，１６３

１

営 業 費 用

営 業 外 費 用

負 担 金

-31-

２７
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　　第１款　資本的支出 千円

　　　第１項 千円

　　　第２項 千円

　　（債務負担行為）

　第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　　（一時借入金）

　第６条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

　　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　（１）営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

　　（２）建設改良費、企業債償還金の間の流用

　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　　　職員給与費 千円

　　（たな卸資産購入限度額）

　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

　第９条　たな卸資産の購入限度額は、６，００７千円と定める。

６５，８３０

　第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、
　　議会の議決を経なければならない。

松島町長　櫻　井　公　一

企 業 債 償 還 金

建 設 改 良 費

１３１，７２１

５５，６５３

　複写機リース

事　　　　　　　　　　項

７６，０６８

支　　　　　出

期　　　　　　　　　　間

　電話交換機リース 令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 １２ 年度 まで

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 １３ 年度 まで

　二子屋浄水場外運転管理業務

　松島海岸配水池外直流電源装置更新工事

千円

１４，６００ 千円

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 １３ 年度 まで

令 和 ９ 年 度

千円

３７５，０００

限　　　　　度　　　　　額

１，８００ 千円

９０
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議案第　　号

　（総則）
第１条　令和８年度松島町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　（１） 戸
　（２） ㎥
　（３）

建設改良工事等 千円

　（収益的収入及び支出）

　第１款　下水道事業収益 千円
　　第１項 千円
　　第２項 千円
　　第３項 千円

　第１款　下水道事業費用 千円
　　第１項 千円
　　第２項 千円
　　第３項 千円
　　第４項 千円

　（資本的収入及び支出）

接 続 戸 数 ４，０４０
年 間 有 収 水 量 １，２２０，０００
主要な建設改良事業

１０７，７４４

収　　　　　入
８９４，０２２

営 業 収 益 ３２６，６４７
営 業 外 収 益 ５６７，３７４
特 別 利 益 １

支　　　　　出
８９４，０２２

営 業 費 用 ８５６，５２３
営 業 外 費 用 ３６，９９８
特 別 損 失 １
予 備 費 ５００

令和８年度松島町下水道事業会計予算

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業外費用中企業債利息３４，０７３千円の財源にあてるため
　企業債３，７００千円を借り入れる。

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１２３，５７４千円は、当年度分
　損益勘定留保資金９６，８１６千円、繰越利益剰余金処分額２６，７５８千円で補てんするものとする。）。
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　第１款　資本的収入 千円
　　第１項 千円
　　第２項 千円
　　第４項 千円

　第１款　資本的支出 千円
　　第１項 千円
　　第３項 千円
　　第６項 千円

　（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　令和８年度貸付水洗化改造資金利子補給金 千円

　汚泥脱水ケーキ運搬業務 千円

　下水道使用料検討業務 千円

　（企業債）
第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円

千円

合　　　　　計 千円

収　　　　　入
２６８，６２５

負 担 金 ４，１０２
補 助 金 １３４，０２３
企 業 債 １３０，５００

支　　　　　出
３９２，１９９

建 設 改 良 費 １０７，７４４
企 業 債 償 還 金 ２８３，９５５
予 備 費 ５００

事　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

令和９年度から令和１３年度まで ２９０

令和９年度 １１，０００

令和９年度 １，４３０

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法

　公共下水道事業債 ５５，５００

　資本費平準化債 ７８，７００

１３４，２００

　令和８年度貸付水洗化改造資金損失補償 令和８年度から令和１３年度まで

融資元本の最終償還期限後、約定に基づ
く期限を経過しても、なお元本及び延滞利
子の全部または一部が回収されなかった場
合における当該回収されなかった金額

　松島浄化センター他自家用電気工作物保守
　点検業務

令和９年度から令和１１年度まで １２，３００ 千円

普通貸借
又    は
証書借入

４．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率の見直しを
行った後においては当該見直し後の
利率）

借入先の融資条件による。
ただし、財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、または繰上
償還若しくは低利に借り換えするこ
とができる。



　（一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円とする。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　（１）営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用
　（２）建設改良費、企業債償還金の間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

 　 職員給与費 千円

　（他会計からの補助金）

　（利益剰余金の処分）

　　 減債積立金 千円

　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

３２，４７０

第１０条　下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１１８，５０５千円である。

第１１条　繰越利益剰余金のうち、２６，７５８千円は次のとおり処分するものとする。
２６，７５８

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、
  議会の議決を経なければならない。

松島町長　櫻　井　公　一
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